
30総 総法査第 1048号

東京都 江東 区豊洲 6二 5-1

審査請 求人 有 限会社 ム ラキ

代表者  取締役  村木 智義

東京都杉並 区西荻北 2-6-12-707

上記代理人 熊本  一規
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‐           処  分 庁 東京都知事

‐
 審査請 求人 (以 下 「請 求人 」 とい う。)が 提 起 した改善措置命 令 に

係 る審査請 求 (30総 総法査第 1048号 )に ついて、東京都行政不

服審査会 (以 下 「審査会」 とい う。)に 諮 問 し、その答 申 (以 下 「本件

答 申」 とい う。)を 得 て、次 の とお り裁決す る。

本件審査請求 を棄却す る。

第 1 審査請求 の趣 旨

本件審査請 求 の趣 旨は、東京都知事 (以 下 「処分庁」とい う。 )

決裁

文主

由理

‥
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が請求人 に対 して、東京都 中央卸売市場条例 (昭 和 46年 東京都

条例第 144号 。 ただ し、東京都 中央卸売市場条例 の一部 を改正

す る条例 (令 和元年東京都条例第 92号 。令和 2年 6月 21日 施

行 )に よる改正前 の もの。以 下同 じ。以下 「条例」 とい う。 )1
02条 4項 の規 定 に基づ き、平成 30年 12月 17日 付 けで行 っ

た改善措置命令 (30中 洲水農第 222号 。以 下 「本件処分」 と

い う。 )に ついて、その取消 しを求 める とい うものである。

第 2 事案 の概 要 (本 件 申請書、本件処分通知書等 に よる。)

1 請求人は、東京都 中央卸売市場築地市場 (以 下 「築地市場」 と

い う。)に おいて条例 24条 1項 に基づ く仲卸業務 の許 可 を受 けて

い る者 であ り、昭和 39年 か らt築 地市場 の市場施設 (水 産物部

仲卸売場 )に ついて、処分庁 か ら使用期 間 を定 めて条例 88条 1

項 に基づ く使用指定 を受 け、その後 も使用指定の更新 を受 けて、 :

仲卸業 を営 んで きた。                   υ

2 平成 28年 3月 31日 、処分庁 は、東京都 が開設 してい る中央

卸売市場 か ら、築地市場 を廃止 し、東京都 中央卸売市場豊洲市場

(以 下 「豊洲市場 」 とい う。)を 新 設す る 旨の条例 の改正 を行 っ

た (東 京都 中央卸売市場条例 の一部 を改正す る条例 (平 成 28年

東京都条例第 53号 。以下 「改正条例」とい う。))。 改正条例 は、

東京都 規則 で定め る綱 か ら施行す るこ ととされ た (改 正条例 附則

1項 )。

3 平成 30年 8月 1日 、処分庁 は、卸売市場法 (た だ し、平成 3

0年 法律第 62号 に よる改正前 の もの)11条 1項 の規定 に基づ

き、農林水産大 臣に対 し、 中央卸売市場 の業務規程 (条 例 )の 変

更等 について認 可 を申請 し、同年 9月 10日 に農林水産大 臣の認

可 を受 け た 。

4 平 成 30年 9月 11日 、 処 分 庁 は 、 改 正 条 例 の 施 行 期 日を 同年
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10月 11日

条 例 の 施 行 期

を公 布 した 。

定 め る東京都 中央卸売市場条例 の一部 を改正す る

を定 め る規則 (平 成 30年 東京都規則第 119号 )

処分庁 は、請 求人か ら使用指定 申請 が あつた豊洲市場 の市場施

設 につ いて、条例 88条 1項 に基づ く使 用
・
指 定 を平成 30年 9月

21日 付 けで行 つた。 なお 、条例 24条 1項 に基づ く仲卸業務 の

許 可 については、改正条例 附則 3項 の規定 に よ り、同年 10月 1

1日 以降、請 求人 は豊洲市場 の仲卸業者 とみ な され ることとな る。

平成 30年 10月 11日 、築地市場 は同 日を もつて廃止 され (以

下、廃止 され た後 の築地市場 を「 1日 築地市場」とい うこ とが あ る。)、

豊洲市場 が同 日開場 した。 そ して、処分庁 は、 同 日か ら同月 17

日まで を、事業者 が 旧築地市場 の後片付 け等残務処理 を行 う引越

調整期 間 と して設 定 した。 また、同月 18日 以 降は、 旧築地市場

へ の関係者 以外 の立入 りを禁止 した。

平成 30年 10月 18日 以降、請 求人代表者 で あ る村木智義氏

(以 下 「村木氏、」とい う。)は 、以下の とお り、旧築地市場正 門前

等 にお いて定期 的 な販 売行為 (以 下 「買い物 ツアー」とい う。)に

参画 していた。

買い 物 ツアー では、東京都 が 旧築地市場敷地外周 に設置、してい

た工事用仮 囲い に「築地市場営業 中」等 の看板 が掲示 され てお り、

村木氏が拡声器 を使用 して 「築地 は営業 してい る」、「現 に こ うし

て営業 してい る」等 と発言 し、客集 めや演説 をす るな ど、 中心的

な役割 を果 た していた。

(1)平 成 30年 10月 18日 、村木氏 は、買い物 ツアー参加者 と

ともに 旧築地市場 の警備員 の警告や制止 を無視 し、同警備員 の

制止 を振 り切 つて工事用仮 囲い を乗 り越 え、 旧築地市場 内に侵

、入 した。 そ して、村木氏 は、請 求人 の店舗 だつた場所 で搬入 し

た物 品を販 売 した。

と

　

日
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12)平 成 30年 10月 19日 、村木氏 は、 旧築地市場 の正 門前 に

て買い物 ツアー参加者 と集結 し、処分庁 の職員 (以 下 「担 当職

員 」 とい う。)か ら警 告 され る と、 中央 区へ の暫 定貸付用地 に

侵入 し、 中央 区職員 の制止 を無視 して搬入 した物 品 を販売 した。

旧)平 成 30年 10月 20日 、村木氏 は、 旧築地市場市場橋 門前

において物 品を販売 した。

に)平 成 30年 10月 23日 、村木氏 は、 旧築地市場正 門前 にお

いて、買い物 ツアー に参加 し、「築地 は営業 してい る」等 を連

呼 して物 品を販 売 した。

同 日か ら同年 12月 15日 までの間、 旧築地市場正 門前 にお

いて延べ 17回 にわた り買い物 ツアーが開催 され た。村木氏 は、

その全 ての買い物 ツアー に参加 し、担 当職員 の警告 を無視 して

販 売行為 を継続 した。

8 平成 30年 10月 22日 、担 当職員 が村木氏 に対 して事情聴 取 ―

を行 つた ところ、販売行為 は村木氏が仲卸業者 として行 つた との _‐

発言 が あつた。 また、担 当職員 が、場外 での物 品販 売 につ いて、

条例 74条 に基 づ き事 前 に都 知事 の承認 を受 けて い るか否 か を

確認 した ところ、村木氏 は、築地市場 は廃場 され ていないので承

認 を受 ける必要 はない と回答 した。

このため、担 当職員 は、村木氏 に対 し、買い物 ツアー を速や か

に中止す るよ う注意 した。

9 平成 30年 10月 25日 、担 当職員 は、村木氏 に対 し、豊洲市

場長名 に よる同 日付 30中 洲水農第 55号 「無承認 の場外 にお け

る販売行為 の禁上 について」 を手交 し、販 売行為 を早急 に中止す

るよ う通告 した。

10 平成 30年 12月 7日 、担 当職員 が村木氏 と面会 し、条例 10

1条 1項 の規定 に基づ き、処分庁名 に よる同月 6日 付 30中 洲水

農第 186号 「旧築地市場 にお ける販売行為 にかか る資料 の提 出
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について」 を村木氏 に手交 し、同月 13日 まで に仲卸業務 として

の取 引状況 を示す資料 の提 出を求 めた。

平成 30年 12月 12日 、請求人 は、 旧築地市場 での行為 は、

個人活動及 びその他 (の れ ん に基づ く営業 )と しての活動 で あ り、

豊洲市場 で購入 した商 品 を営業権組合 に売去口し、営業権組合及 び

組合員 が販 売 してい るものである、 との内容 の報告書 を処分庁 に

提 出 した。

平成 30年 12月 17日 、処分庁 は、別紙 の とお り、条例 10

2条 4項 の規定 に基づ き、改善措置命令 の文書 を請 求人 に通知 し

た (本 件処分 )。

平成 30年 12月 18日 、請求人 は、村木氏 に対 し指導 を行 つ

た 旨の報告書及 び村木氏署名 の顛末書 を処 分庁へ提 出 した。 同顛

末書 には、「命令 に従 い、買い物 ツアー に参加す るこ とを中断」す

る旨が記載 され ていた。

審理 関係 人 の主張の要 旨

請 求人 の主張

請 求人 は、おおむね以下の こ とか ら、本件処分 の違法性 又 は不

当性 を主張 してい る。

(1)買 い物 ツ
・
アー に条例 102条 4項 を適用す るこ とは、① 買い

物 ツアー の販 売主体 は営業権組合 で ある、② 買い物 ツアー が「仲

卸 しの業務 の適正 かつ健全 な運営 を阻害す る恐れ」 は皆無 であ

る、③ 買い物 ツアー の販 売量 は きわめてわず かで あ る、 との理

由か ら失 当であ り、本件処分 が違 法で あ るこ とは明 らかで あ る。

12)ま た、処分庁 は、村木氏 の行為 が 「仲卸業者 としての販 売行

為 に見 え る」 こ と、 あ るいは 「請 求人 が仲卸業務 として販 売 し

てい るよ うに見 える紛 らわ しい行為 で あ る」 こ とを根拠 として

い る。

12
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第 4

しか し、「見 える」こ とが行政処分 の根拠 にな るはず はない。

行政処分 、特 に不利益処分 を為す には、その根拠 に客観 的 な証

拠 が必要 である。社会全般 は、営業権組合 が「築地市場 の廃止 」

に反対 して営業活動 を行 つてい る と判断す るだ けで あ り、誰 も

請求人が仲卸業務 を行 つた と判断 しない。

処分庁の主張

処分庁 は、以下の ことか ら、本件処分 に違法又 は不 当な点 はな

い と主張す る。

村木氏が、閉場 した 旧築地市場正 門前等 で 「築地市場 は存続 し

てい る」等 とい った事実 に反す る主張 を しなが ら水産物等 の販売

を行 つてい る買い物 ツアー に参画す るこ とは、あたか も請求人が

仲卸業務 と して販 売 してい るよ うに見 える紛 らわ しい行為 であ る。

本件処分 は、 こ うした状況 を踏 まえ、開設者 として、市場 にお け

る仲卸業務 の適正 かつ健全 な運営 を確保す るために行 つた もので
~~

あ り、請求人 の主張には理 由がない。            _‐ ‐‐

審査庁の判断

請求人の主張につ .い て、本件答 申は、以下の とお り述べ てい る

(な お、本件答 申中の引用項 目等 は、 当庁 で適切 な文字 に置 き換

えてい る。)。

審査会 は、請求人 の主張、審理員意見書等 を具体的 に検討 した

結果 、以下の よ うに判断す る。

法令等 の定 め

(1)条 例 2条 2項 は、 「この条例 において、『 仲卸業者』 とは、

第 24条 第 1項 の規定 に よ り知事 の許 可 を受 け、その許可 に係

る市場 内の店舗 において、 当該市場 の卸売業者 か ら卸売 を受 け

た取扱 品 目の部類 に属す る物 品を仕分 け し、又 は調整 して販 売

す る者 をい う。」 と規定す る。
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(2 条例 24条 1項 は、 「市場 において仲卸 しの業務 を行 お うと

す る者 は、知事 の許 可 を受 けなけれ ばな らない。 」 と、同条 2

項 は、「前項 の許 可は、市場及び取扱 品 目の部類 ご とに行 う。」

と規 定す る。

13)条 例 25条 は、 「仲卸業者 は、市場 にお ける仲卸 しの業務 を

適正 かつ健全 に運営 し、 ・ 00、 公正 明朗 な取 引を推進 しなけ

れ ばな らない。 」 と規 定す るも

14)条 例 74条 1項 は、 「仲卸業者 は、仲卸 しの業務 の許 可 を受

けて仲卸 しの業務 を行 う市場 に係 る開設 区域 内において、 当該

許 可 に係 る取扱 品 目の部 類 に属 す る物 品 の販 売 を しよ うとす

る場合 は、 当該許 可 に係 る仲卸 し業務 としてす る とき 000を

除 き、規則 で定 める ところに よ り、あ らか じめ知事 に 申請 して

承認 を受 けな けれ ばな らない。」 と規 定す る。

151 条例 88条 1項 は、 「市場 内の用地、建物 、設備 その他 の施

設 (以 下 「市場施設」 とい う。 )の うち、卸売業者 、仲卸業者

及 び 関連事業者 が使 用す る市場施設 の位 置 、面積 、期 間その他

の使 用条件 は、知事 が これ を指定す る。」 と規 定す る。

俗)条 例 101条 1項 は、 「知事 は、市場業務 の適正 かつ健全 な

運営 を確保 す るため必要 が ある と認 める ときは、卸売業者 、仲

卸業者 又 は関連事業者 に対 して、その業務若 しくは財産 に関 し

報告若 しくは資料 の提 出 を求 め、又 はその職 員 に、卸売業者 、

仲 卸 業者 又 は 関連 事 業 者ヽ の事務 所 そ の他 の業 務 を行 な う場 所

に立 ち入 り、その業務若 しくは財 産 の状況若 しくは帳簿 、書類

その他 の物件 を検査 させ るこ とがで きる。」 と規 定す る。

仔)条 例 102条 4項 は、 「知事 は、市場 にお ける仲卸 しの業務

の適 正 か つ健 全 な運 営 を確 保 す るた め必 要 が あ る と認 め る と

きは、仲卸業者 に対 して、 当該仲卸業者 の業務 又 は会計 に関 し

必要 な改善措置 を とるべ き 旨を命 じるこ とがで きる。」 と規 定

‐
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す る。

18)改 正条例附則 1項 は、 「この条例 は、東京都規則 で定 める 日

か ら施行す る。 」 と、同 3項 は、 「この条例 の施行 の際、現 に

改 正 前 の条 例 第 5条 第 2項 に規
‐
定す る築 地 市 場 水 産物 部及 び

青果部 の仲卸業者 (第 24条 第 1項 の許 可 を受 けてい る者 をい

う。以下同 じ。 )と なってい る者 は、改正後 の条例第 5条 第 2

項 に規 定す る豊 洲 市場 水 産 物 部 及 び 青果 部 の仲 卸業者 とみ な

す。 」 と規定す る。

本件処分 についての検討

(1)請 求人 は、条例 24条 1項 に基づ き、 旧築地市場 内で水産物

の取扱 品 目を扱 うことを許 可 され た仲卸業者 であ り (改 正条例

附則 3項 の規定 に よ り、豊洲市場 開場 の際、同市場 の仲卸業者

としての許 可 を受 けてい る とみな され る。)、 条例 88条 1項 に

基づ き、 旧築地市場 の市場施設 の使用指定 を受 けていたが、平
‐

成 30年 10月 11日 の築地市場 の廃場 に よ り、 当該使用指 定―~

が失効 し、新 たに豊洲市場 の市場施設 において使用指 定 を受 け

てい るこ とが認 め られ る。

そ して、請 求人の代表者 である村木氏 は、平成 30年 10月

18日 か ら同年 12月 15日 までの間、 旧築地市場正 門前等 に

お いて、買い物 ツアーヘ 20回 参画 し、「築地 市場 営業 中」 と

の看板 を掲示 し、「築地市場 は営業 してい る」、「現 に こ うして

営業 してい る」等 の発言 を繰 り返 しなが ら水産物等 の物 品 を販

売 していた (第 207)こ とが認 め られ る。

処分庁 は、 この よ うな村木氏の行為 が、あたか も請求人 が仲

卸業 務 と して販 売 して い る よ うに見 え る紛 らわ しい行 為 で あ

る として、開設者 として、市場 にお ける仲卸業務 の適 正かつ健

全 な運営 を確保す るために、請求人 に対 し、村木氏の当該行為

を速や かに中止 させ 、その結果 を報告す るよ う求 め る本件処分
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を行 つた こ とが認 め られ る。

12)前 記認 定事 実 にお ける村木氏 の言動 (第 2・ 7)か らすれ ば、

村木氏 の 当該行為 が、外形 的 に、請求人 が仲卸業務 として販売

してい るよ うに見 える行為 であ るこ とは明 らかで ある。 また、

村木氏 は当初 は仲卸業者 としての請求人 の販 売 と認 めなが らも、

その後 、条例 101条 1項 に基づ く調査 では、営業権組合及 び

組合員 が販 売 してい る と処分庁 に報告 してお り、 この よ うな経

緯 (第 208な い し 11)を 踏 ま えれ ば、本件処分 は、市場 に

お ける仲卸業務 の適正 かつ健全 な運営 を確保す るため必要 があ

るもの と認 め られ 、 当該仲卸業務 に関 し必要 な措置 とい うこ と

がで き、違 法又 は不 当な点 がある とは認 め られ ない。

請求人 の主張 について

(1)請 求人 は、第 3010(1)の とお り、買い物 ツアー は営業権組

合 が実施 してい るな どと主張す る。

しか しなが ら、仮 に買い物 ツアー の実施 内容 が請求人 の主張

す る よ うに営 業 権 組 合 が 主体 で行 ってい る もの で あった と し

て も、上記 2の とお り、請 求人 の代表者 であ る村木氏が本件 買

い物 ツアー にお い て 中心 的 な役 割 を果 た して い た こ とには変

わ りな く (第 207)、 請 求人が仲 卸業務 と して販 売 してい る

よ うに見 えるこ とは明 らかであ り、仲卸業務 の適正 かつ健全 な

運営 を阻害す る恐れ がない とは認 め られ ない。

また、本件 の態様 か らすれ ば、買い物 ツアー の販売量が本件

処分 の成否 に影響 を及 ぼす ものではない。

したが つて、請求人 の主張 には理 由がない。

121 請 求人 は、第 301・ 121の とお り、「見 える」こ とは行政処分

の根拠 にな らない 旨主張す る。

しか しなが ら、請 求人 は豊洲市場水産物部 の仲卸業者 で あ る

以上 、 旧築地市場 にお ける買い物 ツアーでの請 求人代表者 であ

‐
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る村木氏の行為 が、外形 的 に 「請求人が仲卸業務 として販売 し

てい るよ うに見 える」 のであれ ば、仲卸業者 が使用指定 され た

場 所 以外 で物 品 を販 売 してい る と第 二者 か ら認 識 され る もの

であ るか ら、市場 にお ける仲卸業務 の適正かつ健全 な運営 を確    三

保 す るため、条例 102条 4項 の規 定 に基づ き、処分庁 が行政    亀

処分 (措 置命令 )を 行 うことは何 ら問題 がない ものである。 そ

して、請 求人代表者 で あ る村木氏 の この よ うな行 為 につ いて、

「社会全般 が営業権組合 が『 築地市場 の廃止』 に反対 して営業

活動 を行 つてい る と判断す るだけで あ り、誰 も請 求人 が仲卸業

務 を行 つた と判断 しない」 と認 めるに足 りる証拠 は提 出 されて

い フな い 。

したがって、請求人の主張 には理 由がない。

4 請求人の主張以外 の違法性 又 は不 当性 についての検討       ν

その他 、本件処分 に違法又 は不 当な点 は認 め られ ない。    ~‐ ダ _―

‐

本件答 申の上記説示 は首肯すべ きもので、審査会 の結論 は尊重 さ v―
―:‐ ∵

れ るべ きもの と認 め られ る。

したがって、本件処分 に違法又 は不 当な点 はない。

第 5 結論

以上 の とお り、本件審査請求 は理 由がないか ら行政不服審査法

45条 2項 の規定 を適用 して、主文 の とお り裁決す る。

令 和 2年 9月 17日

審査庁 東京都知事  小池  百合子

‐
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この裁決 につ いて は、 この裁決 があった こ とを知 った 日の翌 日か ら

起算 して 6か 月以 内に、東京都 を被告 として (訴 訟 にお いて東京都 を

代表す る者 は東京都 知事 とな ります。)、 裁決 の取消 しの訴 えを提 起す

るこ とがで きます (な お、 この裁決 が あった こ とを知 った 日の翌 日か

ら起算 して 6か 月以 内であって も、 この裁決 の 日の翌 日か ら起算 して

1年 を経過す る と裁決 の取消 しの訴 えを提起す るこ とがで きな くな り

ます。)。

ただ し、 この裁決 の取消 しの訴 えにおいては、了不服 申立ての対象 と

した処分 が違法 で あ るこ とを理 由 として、裁決 の取消 しを求 めるこ と

はで きませ ん。

処分 の違法 を理 由 とす る場合 は、 この裁 決 があった こ とを知 った 日

の翌 日か ら起算 して 6か 月以 内に、東京都 を被告 として (訴 訟 におい

て東京都 を代表す る者 は東京都知事 とな ります。)、 処分 の取消 しの訴

ヽ

「

えを提起す るこ とがで きます (な お、 この裁決 があった こ とを知 った

。‐‐、日の翌 日か ら起算 して 6か 月以 内であって も、 この裁決 の 日の翌 日か

ら起算 して 1年 を経過 す る と処分 の取消 しの訴 えを提起す るこ とがで

きな くな ります。)。

‐
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別 紙

東京都 中央卸売市場条例第 102条 第 4項 の

規定 に基づ く改善措置命令 について (通 知 )

このことについて、市場における仲卸 しの業務の適正かつ健全な運  1
営を確保す るため、東京都 中央卸売市場条例第 102条 第 4項 に基づ

く業務改善措置 を講ず るよ う、下記の とお り命ず る。

1 改善措置 を命ず る内容                      _

有 限会社 ム ラキの代表 である村木智義氏 は、 旧築地市場正 門前等
‐‐‐lI」

「

~

において、 「築地市場 は存続 してい る」 「現 に こ うして営業 してい‐‐― ―

る」 といった言動 の下での買い物 ツアー と称す る定期 的 な販 売行為

に参画 してい る。

貴社 は、豊洲市場 において許 可 を受 けてい る仲卸業者 であ り、仲

卸業務 としての販 売行為 に見 える村木氏 の 旧築地市場 での行為 を中

止 させ ない ことは不適切 であるため、速や か に中止 させ るこ と。

また、 中止 させ た結果 を、平成 30年 12月 18日 (火 )午 後 3

時までに、都 に対 して報告す るこ と。                 ｀

2 その他

改善措置 が図 られ ない場合 には、東京都 中央卸売市場条例第 10

3条 に よ り、仲卸業者 と しての条例違反行為 として監督処分 を行 う

こ ととな ります。

記

‐
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上記 は謄本 である。

令 和 2年 9月 17日

東 京 都 知 事  小 池


